
別添９－１－２（建物に設置する場合） 
 

県有財産賃貸借契約書（案） 

 

貸主 山形県立米沢東高等学校長 阿部好弘（以下｢甲｣という。）と借主 ○○○○（以下｢乙｣

という。）とは、次の条項により県有財産について借地借家法（平成３年法律第 90 号。以下｢法｣と

いう。）第 38 条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした賃貸借契約を締結する。 

 

（賃貸借物件） 

第１条 甲は、次の物件（以下｢賃貸借物件｣という。）を乙に賃貸し、乙は、これを賃借する。 

財産名 所在地 貸付箇所 貸付面積 

山形県立米沢

東高等学校 

米沢市丸の内二丁目５番 

６３号 

東校舎 １階 ２．２０㎡ 

（自動販売機設置台数 １台） 

 

（賃貸借期間） 

第２条 賃貸借期間は、令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

 

（指定用途等） 

第３条 乙は、賃貸借物件を直接自動販売機の設置（以下｢指定用途｣という。）のために供しなけれ

ばならない。 

２ 乙は、賃貸借物件を指定用途に供するに当たっては、別紙記載の｢自動販売機の規格及び条件並

びに遵守事項｣を遵守しなければならない。 

 

（契約更新等） 

第４条 本契約は、法第 38 条の規定に基づくものであるから、法第 26 条、第 28 条及び第 29 条第

1 項並びに民法（明治 29 年法律第 89 号）第 604 条の規定は適用されないので、契約更新に係る

権利は一切発生せず、第２条に定める契約期間満了時において本契約の更新（更新の請求及び建

物の使用の継続によるものを含む。）は行われず、賃貸借期間の延長も行われないものとする。 

２ 甲は、第２条に規定する期間満了の１年前から６箇月前までの期間（以下｢通知期間｣という。）

に乙に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。 

３ 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満

了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から６箇月を経過し

た日をもつて、本契約は終了する。 

 

（契約保証金） 

第５条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金○○○○円を甲が発行する納入通知書によ

り甲に納付しなければならない。ただし、山形県財務規則（昭和 39 年 3 月県規則第 9 号。）第

135 条各号のいずれかに該当する場合は免除する。 

２ 第１項の契約保証金は、第 18 条に定める違約金又は第 23 条に定める損害賠償額の予定又はそ

の一部と解釈しない。 

３ 甲は、契約期間満了後、第１項に定める契約保証金を乙に返還するものとし、利息を付さない

ものとする。 

４ 甲は、第 19 条の規定により本契約が解除されたときは、第１項に定める契約保証金を県に帰属

させることができる。ただし、第 19 条第４項の規定により本契約が解除されたときは、この限

りでない。 

 



（契約金額と支払い） 

第６条 乙は、賃貸借料として、甲に対して総額○○○○○○円（うち消費税及び地方消費税の額

○○○○円）を支払う。 
２ 乙は、前項に定める賃貸借料を、甲が発行する納入通知書により、次に定める期間、納入金額

及び納期限により甲に支払わなければならない。 
期  間 納入金額 納期限 

令和６年７月１日から令和６年３月３１日 ○○○円 令和６年７月３１日 
令和７年４月１日から令和７年３月３１日 ○○○円 令和７年４月３０日 
令和８年４月１日から令和８年３月３１日 ○○○円 令和８年４月３０日 
令和９年４月１日から令和９年３月３１日 ○○○円 令和９年４月３０日 

令和 10 年４月１日から令和 11 年３月３１日 ○○○円 令和 10 年４月３０日 
３ 乙は、前項に定める納期限までに納入金額を甲に納入しない場合は、納期限の翌日から納入し

た日までの期間の日数に応じ、年 14.5 パーセントの割合で計算した額の違約金を甲に支払わなけ

ればならない。 
 

（計量器の設置並びに光熱水費及びその支払） 

第７条 甲は、自動販売機に係る電気等使用量を計測するための計量器（計量法（平成４年法律第

51 号）に基づく検査に合格したものに限る。）を設置するものとし、計量器設置に係る費用を乙

が負担するものとする。ただし、甲が計量器を設置しないこととした場合はこの限りでない。 

２ 甲は、前項で設置する計量器により山形県教育委員会が定めた光熱水費等算定基準を準用して、

光熱水費を計算するものとする。ただし、甲が計量器を設置しないことを認めた場合にあっては、

定格消費電力に基づき、山形県教育委員会が定めた光熱水費等算定基準を準用して計算した額と

する。 

３ 乙は、甲が発行する納入通知書により指定された納期限内に、第１項の計量器設置費及び第２

項の光熱水費を甲に支払わなければならない。 

 

（費用負担） 

第８条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第 19

条第４項の規定により撤去する場合は、この限りでない。 

２ 前条第１項に定める計量器の設置及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（賃貸借物件の引渡し） 

第９条 甲は、第２条に定める賃貸借期間の初日に賃貸借物件をその所在する場所において、乙に

引き渡すものとする。 

 

（瑕疵担保等） 

第 10 条 乙は、この契約締結後、賃貸借物件に数量の不足又は隠れた瑕疵のあることを発見しても、

甲に対し、賃貸借料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。 

 

（権利の譲渡等の禁止） 

第 11 条 乙は、甲の承認を得ないで賃貸借物件を第三者に転貸し、又は賃貸借物件の賃借権を譲渡

してはならない。また、自動販売機及び乙が施した造作を第三者に譲渡又は貸し付けてはならな

い。 

 

 



（管理義務） 

第 12 条 乙は、賃貸借物件を常に善良な管理者の注意をもつて維持保全しなければならない。 

２ 乙は、賃貸借物件の原状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書面をもつて

甲に申請しなければならない。 

３ 甲は、乙から前項の申請があつたときは、遅滞なく事情を調査し、その申請に対する承認等は

書面により行うものとする。 

４ 前３項までの規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲にその費用の償還等は請求

しないものとする。 

 

（一括委託の禁止） 

第 13 条 乙は、甲の承諾を得ないで本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一

括して第三者に委託してはならない。 

 

（第三者への損害の賠償義務） 

第 14 条 乙は、賃貸借物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責に

帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。 

２ 甲が、乙に代わって前項の賠償の責を果たした場合には、甲は、乙に対して求償することがで

きるものとする。 

 

（滅失又はき損の報告） 

第 15 条 乙は、賃貸借物件の全部又は一部が滅失又はき損した場合は、直ちにその状況を甲に報告

するものとする。 

 

（商品等の盗難又はき損） 

第 16 条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内

の売上金又は釣り銭の盗難又はき損について、その責を負わない。この場合、乙は、乙の負担に

おいて商品等の盗難又はき損について解決しなければならない。 

 

（実地調査等） 

第 17 条 甲は、賃貸借物件について随時使用状況等を実地に調査し、又は所要の報告を乙に求める

ことができるものとする。この場合、乙は甲に協力するものとする。 

 

（違約金） 

第 18 条 乙は、用途指定等の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し違

約金を支払わなければならない。ただし、乙の責に帰することができないものと甲が認めたとき

は、この限りでない。 

(1) 第 12 条第２項に規定する義務に違反して、甲の承認を得ないで賃貸借物件の原状を変更し

たときは、金 ＜契約金額の１割に相当する額＞円 

(2) 第３条に規定する義務に違反したときは、金 ＜契約金額の３割に相当する額＞円 

２ 前項に規定する違約金は違約罰であって、第 23 条に定める損害賠償の額又はその一部としない

ものとする。 

 

（契約の解除） 

第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が本契約の解除を申し出たときは、本契約を解除することができる。ただし、乙は、

本契約の解除を申し出るときは、解除しようとする日の６箇月前までに書面により行うものとす



る。 

３ 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 

(1) 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者（以下「暴力団員等」という。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力

団（「以下暴力団」という。）又は暴力団員等を利用する等したと認められるとき。 

(4) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又

は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

(6) 指定暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第９条に規定する指定暴力 

団員をいう。）と生計を一にする配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情のある者も含む。）であると認められるとき。 

(7) 乙が詐欺その他不正の行為をしたとき。 

４ 甲は、賃貸借物件を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、本契約を解除すること

ができる。 

 

（契約金額の返還） 

第 20 条 甲は、前条の規定により甲が解除権を行使したときは、月割により計算した契約金額を乙

に返還するものとする。 

 

（返還及び原状回復の義務） 

第 21 条 乙は、第２条に規定する貸付期間が満了したとき、又は甲が第 19 条の規定により解除権

を行使したときは、甲の指定する日までに賃貸借物件を原状に回復するとともに、甲の指定した

書面を提出し甲の了解のもと返還するものとする。ただし、甲が原状に回復させることが適当で

ないと認めたときは、この限りでないものとする。 

２ 乙の責に帰すべき事由により、賃貸借物件の全部又は一部を滅失又はき損したときは、乙の負

担において賃貸借物件を原状に回復しなければならない。 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第 22 条 前条の規定により賃貸借物件を返還する場合において、乙が賃貸借物件に投じた改良費等

の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。 

２ 甲の承認の有無にかかわらず乙が施した造作については、本契約の終了の場合において、乙は、

その買取りの請求をすることができない。 

 

（損害賠償） 

第 23 条 乙は、その責めに帰する事由により、賃貸借物件の全部又は一部を滅失又はき損したとき

は、その当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。ただし、

乙が当該物件を原状に回復した場合は、この限りでない。 

２ 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する



金額を損害賠償として、甲に支払わなければならない。 

３ 甲が第 19 条第４項の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害が生じた場合であっ

ても、乙は、甲に対しその補償を請求しないものとする。 

 

（談合等に係る契約解除及び賠償） 

第 24 条 甲は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独

占禁止法」という。）第７条第１項若しくは第２項（第８条の２第２項及び第 20 条第２項にお

いて準用する場合を含む。）、第８条の２第１項若しくは第３項、第 17 条の２又は第 20 条第１

項の規定による命令を受け、当該命令が独占禁止法第 49 条第７項の規定により確定したとき。 

(2) 乙が独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替えて準用す

る場合を含む。）若しくは第４項又は第２０条の２から第２０条の６までの規定による命令を

受け、当該命令が独占禁止法第 50 条第５項の規定により確定したとき。 

(3) 乙が独占禁止法第 65 条、第 66 条又は第 67 条第１項の規定による審決（独占禁止法第 66

条第３項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。）を受け、独占禁止法第 77 条第１

項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかつたとき。 

(4) 乙が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決

が確定したとき。 

(5) 乙（法人の場合にあっては、その役員又はその使用人）が刑法（明治 40 年法律第 45 号）

第 96 条の３若しくは第 198 条又は公職にある者等のあつせん行為による利得等の処罰に関す

る法律（平成 12 年法律第 130 号）第４条の規定による刑に処せられたとき。 

２ 乙は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを

問わず、賠償金として、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わな

ければならない。ただし、甲が特に認める場合は、この限りでない。 

３ この契約の履行の完了後に、乙が第１項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合

についても、前項と同様とする。 

４ 第２項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により甲に生じた実際の損害額

が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超える部分に相当する額につき

賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

（変更の届出） 

第 25 条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、

変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。 

２ 前項の届出を怠ったため、甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなか

つた場合には、通常到達すべき時にそれらが乙に到達したものとみなす。 

 

（契約の費用） 

第 26 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（裁判管轄） 

第 27 条 この契約について訴訟等を行う場合は、米沢市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所とす

る。 

 

（疑義等の決定） 

第 28 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定め



るものとする。 

 

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その１

通を保有するものとする。 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲  山形県米沢市丸の内２丁目５番６３号 

山形県立米沢東高等学校長 阿部 好弘  印 

 

乙  住  所 

（所在地） 

氏  名              印 

（名称及び代表者） 

 

 


